
市町名 工場数

福井市 6

敦賀市 7

大野市 1

勝山市 1

鯖江市 2

あわら市 1

越前市 3

坂井市 2

合計 23

　（資料：環境政策課）

表２-18-１　ばい煙に係る特定施設届出状況（県公害防止条例）

（令和7年3月31日現在）

1 2 16 17

金属溶解炉 廃棄物焼却炉
塩酸・弗酸
反応施設

表面処理施設

反応炉
直火炉

市町名 施 設 数 施 設 数 施 設 数 施 設 数 施 設 数

福井市 15 9 14 38

敦賀市 5 5

小浜市 8 8

大野市 3 1 4

勝山市 11 11

鯖江市 1 4 102 107

あわら市 5 1 6

越前市 2 39 1 42

坂井市 2 2 34 38

南越前町 2 2

越前町 5 5

高浜町 2 2

合計 18 34 215 1 268

（資料：環境政策課）

表２-18-２　炭化水素類に係る特定施設届出状況（県公害防止条例）

（令和7年3月31日現在）

1 2 3

貯蔵施設 油出荷施設 地下タンク

市町名 施設数 施設数 施設数 施設数

福井市 32 32

敦賀市 5 2 7

小浜市 2 2

大野市 4 4

鯖江市 2 2

あわら市 2 2

越前市 14 7 21

坂井市 10 15 13 38

永平寺町 4 4

南越前町 6 6

高浜町 3 3

合計 29 15 77 121

（資料：環境政策課）

施設種類 合計

表２-17　特定工場届出状況（燃料使用量関係）（県公害防止条例）

（令和7年3月31日現在）

施設種類 合計

(26)
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  表３－２ 生活環境の保全に関する環境基準 

  １－１ 河川（湖沼を除く。）［ｐＨ、ＢＯＤ、ＳＳ、ＤＯ、大腸菌数］ 
 

項目 
 

類型 

利用目的の適応性 

基      準     値 

水素イオン 
濃   度 
（－） 

生物化学的   
酸素要求量 
（㎎/L） 

浮遊物質量 
 

（㎎/L） 

溶存酸素量 
 

（㎎/L） 

大腸菌数 
    

（CFU/100mL） 

ＡＡ 

水 道 １ 級 
自 然 環 境 保 全 及 び 

Ａ 以 下 の 欄 に 掲 げ 
るもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

１ 
以下 

25 
以下 

7.5 
以上 

20 
以下 

Ａ 

水 道 ２ 級 
水 産 １ 級 

及 び Ｂ 以 下 の 欄 に 
掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

２ 
以下 

25 
以下 

7.5 
以上 

300 
以下 

Ｂ 

水 道 ３ 級 
水 産 ２ 級 

及 び Ｃ 以 下 の 欄 に 
掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

３ 
以下 

25 
以下 

５ 
以上 

1,000 
以下 

Ｃ 

水 産 ３ 級 
工 業 用 水 １ 級 及 び 
Ｄ 以 下 の 欄 に 掲 げ 

るもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

５ 
以下 

50 
以下 

５ 
以上 

－ 

Ｄ 
工 業 用 水 ２ 級 
農 業 用 水 及 び Ｅ の 

欄に掲げるもの 

6.0 以上 
8.5 以下 

８ 
以下 

100 
以下 

２ 
以上 

－ 

Ｅ 
工 業 用 水 ３ 級 
環 境 保 全 

6.0 以上 
8.5 以下 

10 
以下 

ごみ等の浮
遊が認めら
れないこと 

２ 
以上 

－ 

   (備考)  １ 基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。)。 
２ 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5 ㎎/L 以上とする（湖沼もこれに 

準ずる。）。 
      ３ 水道１級を利用目的としている測定点（自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。）については、大

腸菌数 100CFU/100mL 以下とする。 

４ いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全及び水道１級を利用目的としてい
る測定点を除く。）については、大腸菌数 300CFU/100ml 以下とする。 

      ５ 水産１級、水産２級及び水産３級のみを利用目的とする場合については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値

は適用しない。（湖沼、海域もこれに準ずる） 

  (注)  １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
      ２ 水  道 １級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

          〃  ２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 
          〃  ３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 
      ３ 水  産 １級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用 

          〃  ２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 
          〃  ３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 
      ４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

          〃  ２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 
          〃  ３級：特殊の浄水操作を行うもの 
      ５ 環 境 保 全      ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない 

 
１－２ 河川（湖沼を除く。）［全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩］ 

 
項 目 

 
類 型 

水生生物の生息状況の適応性 

基 準 値 

全 亜 鉛 

（㎎/L） 

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 

（㎎/L） 

直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽ
ﾙﾎﾝ酸及びその塩 

（㎎/L） 

生物Ａ 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及
びこれらの餌生物が生息する水域 

0.03 以下 0.001 以下 0.03 以下 

生物特Ａ 
生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物
の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に
保全が必要な水域 

0.03 以下 0.0006 以下 0.02 以下 

生物Ｂ 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれ
らの餌生物が生息する水域 

0.03 以下 0.002 以下 0.05 以下 

生物特Ｂ 
生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物
の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に
保全が必要な水域 

0.03 以下 0.002 以下 0.04 以下 

  (備考) 基準値は、年間平均値とする。 

  表３－２ 生活環境の保全に関する環境基準 

  １－１ 河川（湖沼を除く。）［ｐＨ、ＢＯＤ、ＳＳ、ＤＯ、大腸菌数］ 
 

項目 
 

類型 

利用目的の適応性 

基      準     値 

水素イオン 
濃   度 
（－） 

生物化学的   
酸素要求量 
（㎎/L） 

浮遊物質量 
 

（㎎/L） 

溶存酸素量 
 

（㎎/L） 

大腸菌数 
    

（CFU/100mL） 

ＡＡ 

水 道 １ 級 
自 然 環 境 保 全 及 び 

Ａ 以 下 の 欄 に 掲 げ 
るもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

１ 
以下 

25 
以下 

7.5 
以上 

20 
以下 

Ａ 

水 道 ２ 級 
水 産 １ 級 

及 び Ｂ 以 下 の 欄 に 
掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

２ 
以下 

25 
以下 

7.5 
以上 

300 
以下 

Ｂ 

水 道 ３ 級 
水 産 ２ 級 

及 び Ｃ 以 下 の 欄 に 
掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

３ 
以下 

25 
以下 

５ 
以上 

1,000 
以下 

Ｃ 

水 産 ３ 級 
工 業 用 水 １ 級 及 び 
Ｄ 以 下 の 欄 に 掲 げ 

るもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

５ 
以下 

50 
以下 

５ 
以上 

－ 

Ｄ 
工 業 用 水 ２ 級 
農 業 用 水 及 び Ｅ の 

欄に掲げるもの 

6.0 以上 
8.5 以下 

８ 
以下 

100 
以下 

２ 
以上 

－ 

Ｅ 
工 業 用 水 ３ 級 
環 境 保 全 

6.0 以上 
8.5 以下 

10 
以下 

ごみ等の浮
遊が認めら
れないこと 

２ 
以上 

－ 

   (備考)  １ 基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。)。 
２ 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5 ㎎/L 以上とする（湖沼もこれに 

準ずる。）。 
      ３ 水道１級を利用目的としている測定点（自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。）については、大

腸菌数 100CFU/100mL 以下とする。 

４ いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全及び水道１級を利用目的としてい
る測定点を除く。）については、大腸菌数 300CFU/100ml 以下とする。 

      ５ 水産１級、水産２級及び水産３級のみを利用目的とする場合については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値

は適用しない。（湖沼、海域もこれに準ずる） 

  (注)  １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
      ２ 水  道 １級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

          〃  ２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 
          〃  ３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 
      ３ 水  産 １級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用 

          〃  ２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 
          〃  ３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 
      ４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

          〃  ２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 
          〃  ３級：特殊の浄水操作を行うもの 
      ５ 環 境 保 全      ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない 

 
１－２ 河川（湖沼を除く。）［全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩］ 

 
項 目 

 
類 型 

水生生物の生息状況の適応性 

基 準 値 

全 亜 鉛 

（㎎/L） 

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 

（㎎/L） 

直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽ
ﾙﾎﾝ酸及びその塩 

（㎎/L） 

生物Ａ 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及
びこれらの餌生物が生息する水域 

0.03 以下 0.001 以下 0.03 以下 

生物特Ａ 
生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物
の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に
保全が必要な水域 

0.03 以下 0.0006 以下 0.02 以下 

生物Ｂ 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれ
らの餌生物が生息する水域 

0.03 以下 0.002 以下 0.05 以下 

生物特Ｂ 
生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物
の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に
保全が必要な水域 

0.03 以下 0.002 以下 0.04 以下 

  (備考) 基準値は、年間平均値とする。 
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２－１ 湖沼［ｐＨ、ＣＯＤ、ＳＳ、ＤＯ、大腸菌数］ 

  (備考) １ 水産１級、水産２級及び水産３級のみを利用目的とする場合については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準

値は適用しない。 
      ２ 水道１級を利用目的としている測定点（自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。）については、大

腸菌数 100CFU/100mL 以下とする。 

      ３ 水道３級を利用目的としている地点（水浴又は水道２級を利用目的としている地点を除く。）については、大
腸菌数 1,000CFU/100mL とする。 

      ４ いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全及び水道１級を利用目的としてい

る測定点を除く。）については、大腸菌数 300CFU/100ml 以下とする。 
 

  (注)  １ 自然環境保全：自然探勝等の環境の保全 

      ２ 水  道 １級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 
          〃 ２､３級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 
      ３ 水  産 １級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用 

          〃   ２級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産３級の水産生物用 
          〃   ３級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用 
      ４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

         〃   ２級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの 
      ５ 環 境 保 全      ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度 
  

  ２－２ 湖沼［窒素、燐］ 

項目 
 
類型 

利用目的の適応性 

基   準   値 

全 窒 素 
（㎎/L） 

全  燐 
（㎎/L） 

Ⅰ 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの 0.1 以下 0.005 以下 

Ⅱ 
水 道 １ 、 ２ 、 ３ 級 (特 殊 な も のを除 く 。 ) 

水 産 １ 種 
及びⅢ以下の欄に掲げるもの 

0.2 以下 0.01  以下 

Ⅲ 
水道３級(特殊なもの)及びⅣ以下の欄に掲

げるもの 
0.4 以下 0.03  以下 

Ⅳ 水産２種及びⅤの欄に掲げるもの 0.6 以下 0.05  以下 

Ⅴ 

水 産 ３ 種 
工 業 用 水 
農 業 用 水 

環 境 保 全 

１ 以下 0.1  以下 

  (備考) １ 基準値は、年間平均値とする。 

      ２ 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全
窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。 

      ３ 農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。 

 
  (注)  １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
      ２ 水 道 １ 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

          〃  ２ 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 
          〃  ３ 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特 

殊な浄水操作を行うものをいう） 

      ３ 水 産 １ 種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産２種及び水産３種の水産生物用 
          〃  ２ 種：ワカサギ等の水産生物用及び水産３種の水産生物用 
          〃  ３ 種：コイ、フナ等の水産生物用 

      ４ 環 境 保 全      ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度 
 

 

項目 
 

類型 

利用目的の適応性 

基      準     値 

水素イオン 

濃   度 
（－） 

化学的酸素 

要 求 量 
（㎎/L） 

浮遊物質量 

 
（㎎/L） 

溶存酸素量 

 
（㎎/L） 

大腸菌数 

    
(CFU/100mL) 

ＡＡ 

水 道 １ 級 
水 産 １ 級 

自然環境保全及びＡ以下
の欄に掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

１ 
以下 

１ 
以下 

7.5 
以上 

20 
以下 

Ａ 
水 道 ２ 、 ３ 級 

水 産 ２ 級 
Ｂ以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

３ 
以下 

５ 
以下 

7.5 
以上 

300 
以下 

Ｂ 

水 産 ３ 級 
工 業 用 水 １ 級 

農業用水及びＣの欄に掲
げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

５ 
以下 

15 
以下 

５ 
以上 

－ 

Ｃ 
工 業 用 水 ２ 級 
環 境 保 全 

6.0 以上 
8.5 以下 

８ 
以下 

ごみ等の浮
遊が認めら
れないこと 

２ 
以上 

－ 

  表３－２ 生活環境の保全に関する環境基準 

  １－１ 河川（湖沼を除く。）［ｐＨ、ＢＯＤ、ＳＳ、ＤＯ、大腸菌数］ 
 

項目 
 

類型 

利用目的の適応性 

基      準     値 

水素イオン 
濃   度 
（－） 

生物化学的   
酸素要求量 
（㎎/L） 

浮遊物質量 
 

（㎎/L） 

溶存酸素量 
 

（㎎/L） 

大腸菌数 
    

（CFU/100mL） 

ＡＡ 

水 道 １ 級 
自 然 環 境 保 全 及 び 

Ａ 以 下 の 欄 に 掲 げ 
るもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

１ 
以下 

25 
以下 

7.5 
以上 

20 
以下 

Ａ 

水 道 ２ 級 
水 産 １ 級 

及 び Ｂ 以 下 の 欄 に 
掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

２ 
以下 

25 
以下 

7.5 
以上 

300 
以下 

Ｂ 

水 道 ３ 級 
水 産 ２ 級 

及 び Ｃ 以 下 の 欄 に 
掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

３ 
以下 

25 
以下 

５ 
以上 

1,000 
以下 

Ｃ 

水 産 ３ 級 
工 業 用 水 １ 級 及 び 
Ｄ 以 下 の 欄 に 掲 げ 

るもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

５ 
以下 

50 
以下 

５ 
以上 

－ 

Ｄ 
工 業 用 水 ２ 級 
農 業 用 水 及 び Ｅ の 

欄に掲げるもの 

6.0 以上 
8.5 以下 

８ 
以下 

100 
以下 

２ 
以上 

－ 

Ｅ 
工 業 用 水 ３ 級 
環 境 保 全 

6.0 以上 
8.5 以下 

10 
以下 

ごみ等の浮
遊が認めら
れないこと 

２ 
以上 

－ 

   (備考)  １ 基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。)。 
２ 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5 ㎎/L 以上とする（湖沼もこれに 

準ずる。）。 
      ３ 水道１級を利用目的としている測定点（自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。）については、大

腸菌数 100CFU/100mL 以下とする。 

４ いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全及び水道１級を利用目的としてい
る測定点を除く。）については、大腸菌数 300CFU/100ml 以下とする。 

      ５ 水産１級、水産２級及び水産３級のみを利用目的とする場合については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値

は適用しない。（湖沼、海域もこれに準ずる） 

  (注)  １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
      ２ 水  道 １級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

          〃  ２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 
          〃  ３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 
      ３ 水  産 １級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用 

          〃  ２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 
          〃  ３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 
      ４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

          〃  ２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 
          〃  ３級：特殊の浄水操作を行うもの 
      ５ 環 境 保 全      ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない 

 
１－２ 河川（湖沼を除く。）［全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩］ 

 
項 目 

 
類 型 

水生生物の生息状況の適応性 

基 準 値 

全 亜 鉛 

（㎎/L） 

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 

（㎎/L） 

直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽ
ﾙﾎﾝ酸及びその塩 

（㎎/L） 

生物Ａ 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及
びこれらの餌生物が生息する水域 

0.03 以下 0.001 以下 0.03 以下 

生物特Ａ 
生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物
の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に
保全が必要な水域 

0.03 以下 0.0006 以下 0.02 以下 

生物Ｂ 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれ
らの餌生物が生息する水域 

0.03 以下 0.002 以下 0.05 以下 

生物特Ｂ 
生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物
の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に
保全が必要な水域 

0.03 以下 0.002 以下 0.04 以下 

  (備考) 基準値は、年間平均値とする。 

  表３－２ 生活環境の保全に関する環境基準 

  １－１ 河川（湖沼を除く。）［ｐＨ、ＢＯＤ、ＳＳ、ＤＯ、大腸菌数］ 
 

項目 
 

類型 

利用目的の適応性 

基      準     値 

水素イオン 
濃   度 
（－） 

生物化学的   
酸素要求量 
（㎎/L） 

浮遊物質量 
 

（㎎/L） 

溶存酸素量 
 

（㎎/L） 

大腸菌数 
    

（CFU/100mL） 

ＡＡ 

水 道 １ 級 
自 然 環 境 保 全 及 び 

Ａ 以 下 の 欄 に 掲 げ 
るもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

１ 
以下 

25 
以下 

7.5 
以上 

20 
以下 

Ａ 

水 道 ２ 級 
水 産 １ 級 

及 び Ｂ 以 下 の 欄 に 
掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

２ 
以下 

25 
以下 

7.5 
以上 

300 
以下 

Ｂ 

水 道 ３ 級 
水 産 ２ 級 

及 び Ｃ 以 下 の 欄 に 
掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

３ 
以下 

25 
以下 

５ 
以上 

1,000 
以下 

Ｃ 

水 産 ３ 級 
工 業 用 水 １ 級 及 び 
Ｄ 以 下 の 欄 に 掲 げ 

るもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

５ 
以下 

50 
以下 

５ 
以上 

－ 

Ｄ 
工 業 用 水 ２ 級 
農 業 用 水 及 び Ｅ の 

欄に掲げるもの 

6.0 以上 
8.5 以下 

８ 
以下 

100 
以下 

２ 
以上 

－ 

Ｅ 
工 業 用 水 ３ 級 
環 境 保 全 

6.0 以上 
8.5 以下 

10 
以下 

ごみ等の浮
遊が認めら
れないこと 

２ 
以上 

－ 

   (備考)  １ 基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。)。 
２ 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5 ㎎/L 以上とする（湖沼もこれに 

準ずる。）。 
      ３ 水道１級を利用目的としている測定点（自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。）については、大

腸菌数 100CFU/100mL 以下とする。 

４ いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全及び水道１級を利用目的としてい
る測定点を除く。）については、大腸菌数 300CFU/100ml 以下とする。 

      ５ 水産１級、水産２級及び水産３級のみを利用目的とする場合については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値

は適用しない。（湖沼、海域もこれに準ずる） 

  (注)  １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
      ２ 水  道 １級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

          〃  ２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 
          〃  ３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 
      ３ 水  産 １級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用 

          〃  ２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 
          〃  ３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 
      ４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

          〃  ２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 
          〃  ３級：特殊の浄水操作を行うもの 
      ５ 環 境 保 全      ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない 

 
１－２ 河川（湖沼を除く。）［全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩］ 

 
項 目 

 
類 型 

水生生物の生息状況の適応性 

基 準 値 

全 亜 鉛 

（㎎/L） 

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 

（㎎/L） 

直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽ
ﾙﾎﾝ酸及びその塩 

（㎎/L） 

生物Ａ 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及
びこれらの餌生物が生息する水域 

0.03 以下 0.001 以下 0.03 以下 

生物特Ａ 
生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物
の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に
保全が必要な水域 

0.03 以下 0.0006 以下 0.02 以下 

生物Ｂ 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれ
らの餌生物が生息する水域 

0.03 以下 0.002 以下 0.05 以下 

生物特Ｂ 
生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物
の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に
保全が必要な水域 

0.03 以下 0.002 以下 0.04 以下 

  (備考) 基準値は、年間平均値とする。 

- 29 -



  ２－３ 湖沼［全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩］ 

 

項 目 
 

類 型 

水生生物の生息状況の適応性 

基  準  値 

全 亜 鉛 

（㎎/L） 

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 

（㎎/L） 

直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙ

ﾎﾝ酸及びその塩 

（㎎/L） 

生物Ａ 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及び

これらの餌生物が生息する水域 
0.03 以下 0.001 以下 0.03 以下 

生物特Ａ 
生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の

産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全

が必要な水域 

0.03 以下 0.0006 以下 0.02 以下 

生物Ｂ 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれら

の餌生物が生息する水域 
0.03 以下 0.002 以下 0.05 以下 

生物特Ｂ 
生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物の

産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全

が必要な水域 

0.03 以下 0.002 以下 0.04 以下 

   (備考)  基準値は、年間平均値とする。 

 

 

  ２－４ 湖沼［底層ＤＯ］ 

項目 
 

類型 

水生生物が生息・再生産する場の適応性 

基 準 値 

底層溶存酸素量 

（㎎/L） 

生物１ 
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する

水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保

全・再生する水域 

4.0 以上 

生物２ 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場

を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除

き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 

3.0 以上 

生物３ 

生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する

水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保

全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 

2.0 以上 

  (備考) 基準値は、日間平均値とする。 

 

 

   ３－１ 海域［ｐＨ、ＣＯＤ、ＤＯ、大腸菌数、ｎ－ヘキサン抽出物質］ 

項目 
 
 

 

類型 

利用目的の適応性 

基     準     値 

水素イオン 

濃   度 

（－） 

化学的酸素 

要 求 量 

（㎎/L） 

溶存酸素量 

 

（㎎/L） 

大腸菌数 
    

(CFU/100mL) 

ｎ－ヘキサン 

抽出物質 

（㎎/L） 

Ａ 
水 産 １ 級 

自 然 環 境 保 全 及 び 

Ｂ以下の欄に掲げるもの 

7.8 以上 

8.3 以下 

２ 

以下 

7.5 

以上 

20 

以下 

検出されない

こと 

Ｂ 
水 産 ２ 級 

工業用水及びＣの欄に掲げ

るもの 

7.8 以上 

8.3 以下 

３ 

以下 

５ 

以上 
－ 

検出されない

こと 

Ｃ 環 境 保 全 
7.0 以上 

8.3 以下 

８ 

以下 

２ 

以上 
－ － 

  (備考)  いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全及び水道１級を利用目的としている

測定点を除く。）については、大腸菌数 300CFU/100ml 以下とする。 

 

  (注)  １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

      ２ 水 産 １級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用 

         〃  ２級：ボラ、ノリ等の水産生物用 

      ３ 環 境 保 全      ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 
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  ３－２ 海域［窒素、燐］ 

項目 

 

類型 

利用目的の適応性 

基   準   値 

全 窒 素 

（㎎/L） 

全  燐 

（㎎/L） 

Ⅰ 
自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げる

もの（水産２種及び３種を除く。） 
0.2 以下 0.02 以下 

Ⅱ 

水 産 １ 種 

Ⅲ 以 下 の 欄 に 掲 げ る も の 

（水産２種及び３種を除く。） 

0.3 以下 0.03 以下 

Ⅲ 
水 産 ２ 種 及 び Ⅳ の 欄 に 掲 げ る も の 

（水産３種を除く。） 
0.6 以下 0.05 以下 

Ⅳ 

水 産 ３ 種 

工 業 用 水 

生 物 生 息 環 境 保 全 

１ 以下 0.09 以下 

  (備考) １ 基準値は、年間平均値とする。 

      ２ 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。 

 

  (注)  １ 自 然 環 境 保 全        ：自然探勝等の環境保全 

      ２ 水   産  １  種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される 

           〃    ２  種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される 

           〃    ３  種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される 

      ３ 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度 

 

 

  ３－３ 海域［全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩］ 

 
項 目 

 
 

類 型 

水生生物の生息状況の適応性 

基 準 値 

全 亜 鉛 

（㎎/L） 

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 

（㎎/L） 

直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽ

ﾙﾎﾝ酸及びその塩 

（㎎/L） 

生物Ａ 水生生物の生息する水域 0.02 以下 0.001 以下 0.01 以下 

生物特Ａ 

生物Ａの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖

場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要

な水域 

0.01 以下 0.0007 以下 0.006 以下 

    (備考)  基準値は、年間平均値とする。 

 

 

  ３－４ 海域［底層ＤＯ］ 

項目 

 

類型 

水生生物が生息・再生産する場の適応性 

基 準 値 

底層溶存酸素量 

（㎎/L） 

生物１ 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・

再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再

生産できる場を保全・再生する水域 

4.0 以上 

生物２ 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息

できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の

低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水

域 

3.0 以上 

生物３ 

生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・

再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生

産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 

2.0 以上 

 (備考) 基準値は、日間平均値とする。 

 

 

  ２－３ 湖沼［全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩］ 

 

項 目 
 

類 型 

水生生物の生息状況の適応性 

基  準  値 

全 亜 鉛 

（㎎/L） 

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 

（㎎/L） 

直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙ

ﾎﾝ酸及びその塩 

（㎎/L） 

生物Ａ 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及び

これらの餌生物が生息する水域 
0.03 以下 0.001 以下 0.03 以下 

生物特Ａ 
生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の

産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全

が必要な水域 

0.03 以下 0.0006 以下 0.02 以下 

生物Ｂ 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれら

の餌生物が生息する水域 
0.03 以下 0.002 以下 0.05 以下 

生物特Ｂ 
生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物の

産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全

が必要な水域 

0.03 以下 0.002 以下 0.04 以下 

   (備考)  基準値は、年間平均値とする。 

 

 

  ２－４ 湖沼［底層ＤＯ］ 

項目 
 

類型 

水生生物が生息・再生産する場の適応性 

基 準 値 

底層溶存酸素量 

（㎎/L） 

生物１ 
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する

水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保

全・再生する水域 

4.0 以上 

生物２ 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場

を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除

き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 

3.0 以上 

生物３ 

生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する

水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保

全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 

2.0 以上 

  (備考) 基準値は、日間平均値とする。 

 

 

   ３－１ 海域［ｐＨ、ＣＯＤ、ＤＯ、大腸菌数、ｎ－ヘキサン抽出物質］ 

項目 
 
 

 

類型 

利用目的の適応性 

基     準     値 

水素イオン 

濃   度 

（－） 

化学的酸素 

要 求 量 

（㎎/L） 

溶存酸素量 

 

（㎎/L） 

大腸菌数 
    

(CFU/100mL) 

ｎ－ヘキサン 

抽出物質 

（㎎/L） 

Ａ 
水 産 １ 級 

自 然 環 境 保 全 及 び 

Ｂ以下の欄に掲げるもの 

7.8 以上 

8.3 以下 

２ 

以下 

7.5 

以上 

20 

以下 

検出されない

こと 

Ｂ 
水 産 ２ 級 

工業用水及びＣの欄に掲げ

るもの 

7.8 以上 

8.3 以下 

３ 

以下 

５ 

以上 
－ 

検出されない

こと 

Ｃ 環 境 保 全 
7.0 以上 

8.3 以下 

８ 

以下 

２ 

以上 
－ － 

  (備考)  いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全及び水道１級を利用目的としている

測定点を除く。）については、大腸菌数 300CFU/100ml 以下とする。 

 

  (注)  １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

      ２ 水 産 １級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用 

         〃  ２級：ボラ、ノリ等の水産生物用 

      ３ 環 境 保 全      ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 
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  表３－３ 要監視項目および指針値（公共用水域） 
 
  １ 人の健康の保護に係る項目 

                    （単位：㎎／L）   

項         目 指    針    値 

クロロホルム  ０.０６ 以下 

トランス-1，2-ジクロロエチレン  ０.０４ 以下 

1,2-ジクロロプロパン  ０.０６ 以下 

p-ジクロロベンゼン  ０.２ 以下 

イソキサチオン  ０.００８ 以下 

ダイアジノン  ０.００５ 以下 

フェニトロチオン  ０.００３ 以下 

イソプロチオラン  ０.０４ 以下 

クロロタロニル  ０.０５ 以下 

プロピザミド  ０.００８ 以下 

オキシン銅  ０.０４ 以下 

ジクロルボス  ０.００８ 以下 

フェノブカルブ  ０.０３ 以下 

クロルニトロフェン ―  （注１） 

イプロベンホス  ０.００８ 以下 

ＥＰＮ  ０.００６ 以下 

トルエン  ０.６ 以下 

キシレン  ０.４ 以下 

フタル酸ジエチルヘキシル  ０.０６ 以下 

ニッケル ―  （注２） 

モリブデン  ０.０７ 以下 

アンチモン  ０.０２      以下 

塩化ビニルモノマー    ０.００２     以下 

エピクロロヒドリン    ０.０００４    以下 

全マンガン         ０.２       以下 

ウラン           ０.００２     以下 

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び 

ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 
 ０.００００５   以下（暫定）（注３） 

(注１) 胆のうがんとの因果関係が明らかになるまで、指針値は設定しない。 

  (注２) 毒性についての定量的評価が定まっていないため、指針値が削除された。 

  (注３) 令和７年６月 30 日に指針値に変更された。 
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  ２ 水生生物の保全に係る項目 

（単位：㎎／L）  

項   目 水   域 類  型 指  針  値 

クロロホルム 

 河川及び湖沼 

  生物Ａ ０.７    以下 

  生物特Ａ ０.００６  以下 

  生物Ｂ ３     以下 

  生物特Ｂ ３     以下 

 海域 
  生物Ａ ０.８    以下 

  生物特Ａ ０.８    以下 

フェノール 

 河川及び湖沼 

  生物Ａ ０.０５   以下 

  生物特Ａ ０.０１   以下 

  生物Ｂ ０.０８   以下 

  生物特Ｂ ０.０１   以下 

 海域 
  生物Ａ ２     以下 

  生物特Ａ ０.２    以下 

ホルムアルデヒド 

 河川及び湖沼 

  生物Ａ １     以下 

  生物特Ａ １     以下 

  生物Ｂ １     以下 

  生物特Ｂ １     以下 

 海域 
  生物Ａ ０.３    以下 

  生物特Ａ ０.０３   以下 

４-ｔ-オクチル 

フェノール 

 河川及び湖沼 

  生物Ａ ０．００１ 以下 

  生物特Ａ ０．０００７以下 

  生物Ｂ ０．００４ 以下 

  生物特Ｂ ０．００３ 以下 

 海域 
  生物Ａ ０．０００９以下 

  生物特Ａ ０．０００４以下 

アニリン 

 河川及び湖沼 

  生物Ａ ０．０２  以下 

  生物特Ａ ０．０２  以下 

  生物Ｂ ０．０２  以下 

  生物特Ｂ ０．０２  以下 

 海域 
  生物Ａ ０．１   以下 

  生物特Ａ ０．１   以下 

2,4-ジクロロ 

フェノール 

 河川及び湖沼 

  生物Ａ ０．０３  以下 

  生物特Ａ ０．００３ 以下 

  生物Ｂ ０．０３  以下 

  生物特Ｂ ０．０２  以下 

 海域 
  生物Ａ ０．０２  以下 

  生物特Ａ ０．０１  以下 
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表３－４  水質汚濁防止法に定める特定施設（抜粋）  

 

番 号 施         設 番 号 施        設 

１の２ 

２ 

３ 

４ 

 

５ 

 

８ 

 

９ 

10 

11 

 

16 

17 

19 

 

21 

21 の２ 

 

21 の３ 

22 

23 

 

23 の２ 

 

27 

 

32 

33 

46 

 

47 

51 の２ 

 

51 の３ 

 

52 

54 

畜産農業又はサービス業の用に供する施設 

畜産食料品製造業の用に供する施設 

水産食料品製造業の用に供する施設 

野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用 

に供する施設 

みそ、しょう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソ

ーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設 

パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供

する粗製あんの沈でんそう 

米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機 

飲料製造業の用に供する施設 

動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する 

施設 

麺類製造業の用に供する湯煮施設 

豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設 

紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用

に供する施設 

化学繊維製造業の用に供する施設 

一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿

式バーカー 

合板製造業の用に供する接着機洗浄施設 

木材薬品処理業の用に供する施設 

パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施

設 

新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する

施設 

その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施

設 

有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設 

合成樹脂製造業の用に供する施設 

その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施

設 

医薬品製造業の用に供する施設 

自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直

接加硫施設 

医療用若しくは衛生用のゴム製品等製造業の用に

供するラテックス成形型洗浄施設 

皮革製造業の用に供する施設 

セメント製品製造業の用に供する施設 

55 

 

56 

59 

60 

62 

63 

 

63 の３ 

 

64 の２ 

 

65 

66 

66 の３ 

66 の４ 

66 の５ 

 

66 の６ 

67 

68 

 

68 の２ 

 

70 

70 の２ 

71 

71 の２ 

 

71 の３ 

71 の４ 

71 の５ 

 

71 の６ 

 

72 

73 

74 

生コンクリート製造業の用に供するバッチャープ 

ラント 

有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設 

砕石業の用に供する施設 

砂利採取業の用に供する水洗式分別施設 

非鉄金属製造業の用に供する施設 

金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する

施設 

石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄

施設 

水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道

の浄水施設 

酸又はアルカリによる表面処理施設 

電気めっき施設 

旅館業の用に供する施設 

共同調理場に設置されるちゅう房施設 

弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう 

房施設 

飲食店に設置されるちゅう房施設 

洗濯業の用に供する施設 

写真現像業の用に供する自動式フイルム現像 

洗浄施設 

病院で病床数が 300 以上であるものに設置され 

る施設 

廃油処理施設 

自動車特定整備事業の用に供する洗車施設 

自動式車両洗浄施設 

科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育

の用に供する施設 

一般廃棄物処理施設である焼却施設 

産業廃棄物処理施設 

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は 

ジクロロメタンによる洗浄施設 

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は 

ジクロロメタンの蒸留施設 

し尿処理施設 

下水道終末処理施設 

特定事業場から排出される水の処理施設 

 

(35)
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  表３－５ 水質汚濁防止法に基づく一律排水基準 

 

  １ 有害物質 

（単位：㎎／L） 

有 害 物 質 の 種 類 許  容   限   度  

カドミウム及びその化合物    ０ .０３ 

シアン化合物    １  

有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、 

メチルジメトン及びＥＰＮに限る。） 
   １  

鉛及びその化合物    ０ .１  

六価クロム化合物    ０ .２  

砒素及びその化合物    ０ .１  

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物    ０ .００５ 

アルキル水銀化合物    検出されないこと 

ＰＣＢ    ０ .００３ 

トリクロロエチレン    ０ .１  

テトラクロロエチレン    ０ .１  

ジクロロメタン    ０ .２  

四塩化炭素    ０ .０２ 

１，２－ジクロロエタン    ０ .０４ 

１，１－ジクロロエチレン    １  

シス－１，２－ジクロロエチレン    ０ .４  

１，１，１－トリクロロエタン    ３  

１，１，２－トリクロロエタン    ０ .０６ 

１，３－ジクロロプロペン    ０ .０２ 

チウラム    ０ .０６ 

シマジン    ０ .０３ 

チオベンカルブ    ０ .２  

ベンゼン    ０ .１  

セレン及びその化合物    ０ .１  

ほう素及びその化合物 
  １０ （海域以外に排出する場合） 

 ２３０ （海域に排出する場合） 

ふっ素及びその化合物 
   ８  （海域以外に排出する場合） 

  １５ （海域に排出する場合） 

アンモニア、アンモニウム化合物、 

亜硝酸化合物及び硝酸化合物 

     （アンモニア性窒素に 0.4 を 

 １００  乗じたもの、亜硝酸性窒素

及び硝酸性窒素の合計量） 

１，４－ジオキサン ０．５ 

   

(備考) １ 「検出されないこと」とは、第 2 条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場

合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 

２ 砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施

行令の一部を改正する政令（昭和 49 年政令第 363 号）の施行の際、現にゆう出している温泉（温泉法(昭和 23 年

法律第 125 号)第 2 条第１項に規定するものをいう。）を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、

当分の間、適用しない。 
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２ 生活環境項目 

（単位：㎎／L（ｐＨを除く。）） 

項       目  許    容    限    度  

水素イオン濃度（ｐＨ） 
  ５ .８以上８.６以下（海域以外に排出する場合） 

  ５ .０以上９.０以下（海域に排出する場合） 

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） １６０（日間平均１２０） 

化学的酸素要求量（ＣＯＤ） １６０（日間平均１２０） 

浮遊物質量（ＳＳ） ２００（日間平均１５０） 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

・鉱油類含有量 

・動植物油脂類含有量 

 

  ５  

 ３０ 

フェノ－ル類含有量   ５  

銅含有量   ３  

亜鉛含有量   ２  

溶解性鉄含有量  １０ 

溶解性マンガン含有量  １０ 

クロム含有量   ２  

大腸菌群数 日間平均 ３,０００(個／㎝３ ) 

窒素含有量 １２０（日間平均 ６０） 

燐含有量  １６（日間平均  ８） 

  

(備考) １ 「日間平均」による許容限度は、１日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 

２ この表に掲げる排水基準は、１日当たりの平均的な排出水の量が 50ｍ３以上である工場又は事業場に係る排出水に

ついて適用する。 

３ 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業（硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を

含む。）に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。 

４ 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有量及び弗素含有量

についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令

の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については､当分の間､適用しない。 

５ 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、

化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。 

６ 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として

環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域（湖沼であって水の塩素イ

オン含有量が 9,000 ㎎／L を超えるものを含む。以下同じ。）として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公

共用水域に排出される排出水に限って適用する。 

７ 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境

大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及

びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 
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最小 最大 m/n 最小 最大 m/n 平均 最小 最大 m/n 平均 75%値 最小 最大 m/n 平均

上流  九頭竜ダム 1 AA 7.1 8.7 1/10 8.6 11 0/10 9.6 <0.5 1.0 0/10 0.6 0.7 <1 8 0/10 2

中流  荒鹿橋 2 Ａ 7.4 7.9 0/6 8.8 14 0/6 11 <0.5 1.4 0/6 0.8 0.8 1 16 0/6 4

〃  中角橋 3 Ａ 7.2 7.9 0/12 7.7 14 0/12 11 <0.5 0.9 0/12 0.5 0.5 1 7 0/12 3

〃  高屋橋 4 Ａ 7.3 7.7 0/4 7.1 14 1/4 10 0.5 1.2 0/4 0.8 0.9 2 5 0/4 3

下流  布施田橋 5 Ｂ 7.2 7.8 0/12 7.6 12 0/12 9.5 0.5 1.3 0/12 0.8 0.9 3 9 0/12 4

〃  九頭竜川河口 6 Ｂ 7.3 9.3 1/4 8.9 13 0/4 11 <0.5 2.7 0/4 1.1 0.7 2 13 0/4 8

上流  豊橋 7 Ａ 7.4 7.8 0/6 8.6 13 0/6 10 <0.5 0.8 0/6 0.6 0.5 1 5 0/6 2

下流  清水山橋 8 Ｂ 7.2 7.6 0/12 7.9 13 0/12 9.7 <0.5 2.6 0/12 1.3 1.4 1 13 0/12 5

〃  明治橋 9 Ｂ 7.1 7.7 0/12 7.2 12 0/12 9.5 0.5 1.2 0/12 0.9 1.0 3 18 0/12 7

〃  日光橋 10 Ｂ 7.3 7.4 0/4 5.8 12 0/4 8.8 0.7 1.4 0/4 1.1 1.1 6 17 0/4 9

上流  天神橋 11 Ａ 7.4 8.7 2/12 8.7 13 0/12 10 <0.5 1.4 0/12 0.6 <0.5 <1 2 0/12 1

下流  水越橋 12 Ｂ 7.4 7.8 0/12 6.7 14 0/12 9.8 <0.5 1.3 0/12 0.6 0.7 <1 5 0/12 2

上流  清間橋 13 Ａ 7.0 7.7 0/12 7.6 13 0/12 9.6 <0.5 3.7 3/12 1.5 1.2 1 25 0/12 7

下流  栄橋 14 Ｂ 7.0 8.0 0/12 5.8 11 0/12 9.0 <0.5 2.5 0/12 1.0 1.2 2 35 2/12 11

　 （備考）　ｍ ：環境基準値を超える検体数　　ｎ：総検体数 （資料：環境政策課）

ｐＨ ＤＯ ＢＯＤ ＳＳ

九
　
頭
　
竜
　
川

日
　
野
　
川

足
羽
川
竹
田
川

河川名 測定地点名

地
点
番
号

類
型

55

11

22

3344

66

77

88

1100

1111

1122

1133

1144

99

◎：環境基準点
○：補助点

表 ３-１０ 九頭竜川水域（本川）の水質測定地点と測定結果（令和６年度）
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最小 最大 m/n 最小 最大 m/n 平均 最小 最大 m/n 平均 75%値 最小 最大 m/n 平均

 兵庫川  新野中橋 15 Ｂ 6.8 8.4 0/6 6.2 11 0/6 8.7 0.6 1.5 0/6 1.0 1.4 6 80 1/6 21
 荒川上流  東今泉橋 16 Ａ 7.3 8.7 1/12 8.7 13 0/12 11 <0.5 2.5 1/12 0.9 1.0 <1 13 0/12 4
 荒川下流  水門 17 Ｂ 7.3 8.4 0/12 8.2 12 0/12 10 <0.5 1.6 0/12 0.8 1.0 <1 13 0/11 5
 天王川  末端 18 Ａ 7.3 7.8 0/12 7.7 14 0/12 9.8 <0.5 1.3 0/12 0.7 0.8 1 150 1/12 18
 吉野瀬川上流  芝原井橋 19 Ａ 7.4 7.8 0/6 7.9 13 0/6 10 <0.5 0.5 0/6 0.5 0.5 1 3 0/6 2
 吉野瀬川下流  下司橋 20 Ｃ 6.9 7.3 0/6 6.7 12 0/6 9.5 <0.5 1.3 0/6 0.7 0.7 2 7 0/6 5
 浅水川上流  曲木橋 21 Ｂ 7.0 7.3 0/6 7.5 12 0/6 9.7 <0.5 1.2 0/6 0.7 0.8 <1 5 0/6 3
 浅水川下流  天神橋 22 Ｃ 7.1 7.4 0/6 8.0 11 0/6 9.2 <0.5 1.4 0/6 0.9 1.1 2 10 0/6 6
 真名川  土布子橋 23 Ａ 7.2 7.5 0/6 9.1 13 0/6 10 <0.5 0.9 0/6 0.7 0.8 1 3 0/6 2
 磯部川  安沢橋 24 Ｄ 7.3 8.1 0/6 1.3 11 1/6 7.0 2.4 14 1/6 6.6 7.5 4 28 0/6 10
 底喰川上流  護国橋 25 Ｂ 7.2 8.5 0/12 7.5 12 0/12 10 <0.5 2.9 0/12 0.8 0.7 <1 55 2/12 13
 底喰川下流  西野橋 26 Ｄ 7.3 7.9 0/12 8.5 13 0/12 10 <0.5 0.9 0/12 0.7 0.8 <1 8 0/12 3
 狐川  狐橋 27 Ｄ 7.4 8.2 0/12 7.1 13 0/12 9.2 0.8 1.9 0/12 1.2 1.3 2 11 0/12 5
 鞍谷川中流  小富士橋 28 Ｄ 7.5 7.8 0/6 7.0 12 0/6 9.5 2.7 7.2 0/6 5.0 6.3 3 13 0/6 6
 鞍谷川下流  浮橋 29 Ｃ 7.1 7.5 0/6 7.2 13 0/6 9.5 0.6 1.4 0/6 1.0 1.2 2 14 0/6 6
 清滝川  新在家橋 30 Ａ 6.8 7.7 0/6 8.2 13 0/6 10 <0.5 1.1 0/6 0.8 1.0 <1 5 0/6 2
 赤根川  東大月橋 31 Ａ 7.1 7.2 0/6 9.6 12 0/6 10 0.5 1.1 0/6 0.8 1.1 <1 2 0/6 2
 穴田川  榛木橋 32 Ｂ 7.0 7.3 0/6 8.6 12 0/6 10 <0.5 1.4 0/6 0.8 0.9 1 10 0/6 4
 田島川  長屋橋 33 － 7.1 8.4 -/4 9.7 10 -/4 9.9 1.2 2.8 -/4 1.8 1.8 2 56 -/4 19
 八ヶ川  水門 34 － 7.1 7.8 -/12 7.9 13 -/12 9.6 1.1 4.8 -/12 2.1 2.4 3 26 -/12 10
 五領川  熊堂橋 35 － 7.6 8.0 -/4 9.3 11 -/4 10 <0.5 0.8 -/4 0.6 0.7 <1 4 -/4 2
 馬渡川  馬渡大橋 36 － 7.2 7.6 -/12 6.7 13 -/12 8.9 8.6 20 -/12 13 14 7 20 -/12 12
 馬渡川  馬渡北橋 37 － 7.4 8.2 -/12 8.2 13 -/12 10 <0.5 1.3 -/12 0.7 0.8 <1 8 -/12 3
 江端川  江守橋 38 － 7.3 7.8 -/12 7.1 13 -/12 9.5 <0.5 1.2 -/12 0.7 0.7 1 32 -/12 9
 大納川  末端 39 － 7.4 7.8 -/4 8.9 11 -/4 9.8 <0.5 0.5 -/4 0.5 <0.5 <1 <1 -/4 <1
 黒津川  水門 40 － 7.1 7.2 -/6 6.0 10 -/6 8.1 <0.5 2.4 -/6 1.1 1.3 3 14 -/6 7
 朝六川  大島新橋 41 － 7.3 7.7 -/6 7.6 13 -/6 9.9 0.5 1.0 -/6 0.7 0.8 2 21 -/6 8
 七瀬川  御鷹橋 42 － 7.4 7.7 -/6 8.3 14 -/6 10 <0.5 1.2 -/6 0.7 0.6 1 10 -/6 5
 未更毛川  やすだ橋 43 － 7.3 7.5 -/6 6.8 13 -/6 9.3 <0.5 0.6 -/6 0.5 0.6 <1 7 -/6 2
 芳野川  古市ふれあい橋 44 － 7.5 9.3 -/6 7.6 14 -/6 10 <0.5 0.7 -/6 0.6 0.7 1 8 -/6 4
 志津川  水門 45 － 7.4 7.8 -/5 9.2 14 -/5 11 <0.5 1.5 -/5 0.8 0.9 1 24 -/5 8

　 （備考）　ｍ ：環境基準値を超える検体数　　ｎ：総検体数 （資料：環境政策課）

ＢＯＤ ＳＳ

河川名 測定地点名

地
点
番
号

類
型

ｐＨ ＤＯ

1155

1166
1177

1188

1199

2200
2211

2222

2233

2244

225522662277

2288

2299
3300

3311

3322

3333

3344
33553366

3377

3388

3399

4400

4411

4422

4433

4444

4455

◎：環境基準点

◎：環境基準点
●：類型未指定点

表 ３-１１ 九頭竜川水域（支派川）の水質測定地点と測定結果（令和６年度）
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最小 最大 m/n 最小 最大 m/n 平均 最小 最大 m/n 平均 75%値 最小 最大 m/n 平均

 兵庫川  新野中橋 15 Ｂ 6.8 8.4 0/6 6.2 11 0/6 8.7 0.6 1.5 0/6 1.0 1.4 6 80 1/6 21
 荒川上流  東今泉橋 16 Ａ 7.3 8.7 1/12 8.7 13 0/12 11 <0.5 2.5 1/12 0.9 1.0 <1 13 0/12 4
 荒川下流  水門 17 Ｂ 7.3 8.4 0/12 8.2 12 0/12 10 <0.5 1.6 0/12 0.8 1.0 <1 13 0/11 5
 天王川  末端 18 Ａ 7.3 7.8 0/12 7.7 14 0/12 9.8 <0.5 1.3 0/12 0.7 0.8 1 150 1/12 18
 吉野瀬川上流  芝原井橋 19 Ａ 7.4 7.8 0/6 7.9 13 0/6 10 <0.5 0.5 0/6 0.5 0.5 1 3 0/6 2
 吉野瀬川下流  下司橋 20 Ｃ 6.9 7.3 0/6 6.7 12 0/6 9.5 <0.5 1.3 0/6 0.7 0.7 2 7 0/6 5
 浅水川上流  曲木橋 21 Ｂ 7.0 7.3 0/6 7.5 12 0/6 9.7 <0.5 1.2 0/6 0.7 0.8 <1 5 0/6 3
 浅水川下流  天神橋 22 Ｃ 7.1 7.4 0/6 8.0 11 0/6 9.2 <0.5 1.4 0/6 0.9 1.1 2 10 0/6 6
 真名川  土布子橋 23 Ａ 7.2 7.5 0/6 9.1 13 0/6 10 <0.5 0.9 0/6 0.7 0.8 1 3 0/6 2
 磯部川  安沢橋 24 Ｄ 7.3 8.1 0/6 1.3 11 1/6 7.0 2.4 14 1/6 6.6 7.5 4 28 0/6 10
 底喰川上流  護国橋 25 Ｂ 7.2 8.5 0/12 7.5 12 0/12 10 <0.5 2.9 0/12 0.8 0.7 <1 55 2/12 13
 底喰川下流  西野橋 26 Ｄ 7.3 7.9 0/12 8.5 13 0/12 10 <0.5 0.9 0/12 0.7 0.8 <1 8 0/12 3
 狐川  狐橋 27 Ｄ 7.4 8.2 0/12 7.1 13 0/12 9.2 0.8 1.9 0/12 1.2 1.3 2 11 0/12 5
 鞍谷川中流  小富士橋 28 Ｄ 7.5 7.8 0/6 7.0 12 0/6 9.5 2.7 7.2 0/6 5.0 6.3 3 13 0/6 6
 鞍谷川下流  浮橋 29 Ｃ 7.1 7.5 0/6 7.2 13 0/6 9.5 0.6 1.4 0/6 1.0 1.2 2 14 0/6 6
 清滝川  新在家橋 30 Ａ 6.8 7.7 0/6 8.2 13 0/6 10 <0.5 1.1 0/6 0.8 1.0 <1 5 0/6 2
 赤根川  東大月橋 31 Ａ 7.1 7.2 0/6 9.6 12 0/6 10 0.5 1.1 0/6 0.8 1.1 <1 2 0/6 2
 穴田川  榛木橋 32 Ｂ 7.0 7.3 0/6 8.6 12 0/6 10 <0.5 1.4 0/6 0.8 0.9 1 10 0/6 4
 田島川  長屋橋 33 － 7.1 8.4 -/4 9.7 10 -/4 9.9 1.2 2.8 -/4 1.8 1.8 2 56 -/4 19
 八ヶ川  水門 34 － 7.1 7.8 -/12 7.9 13 -/12 9.6 1.1 4.8 -/12 2.1 2.4 3 26 -/12 10
 五領川  熊堂橋 35 － 7.6 8.0 -/4 9.3 11 -/4 10 <0.5 0.8 -/4 0.6 0.7 <1 4 -/4 2
 馬渡川  馬渡大橋 36 － 7.2 7.6 -/12 6.7 13 -/12 8.9 8.6 20 -/12 13 14 7 20 -/12 12
 馬渡川  馬渡北橋 37 － 7.4 8.2 -/12 8.2 13 -/12 10 <0.5 1.3 -/12 0.7 0.8 <1 8 -/12 3
 江端川  江守橋 38 － 7.3 7.8 -/12 7.1 13 -/12 9.5 <0.5 1.2 -/12 0.7 0.7 1 32 -/12 9
 大納川  末端 39 － 7.4 7.8 -/4 8.9 11 -/4 9.8 <0.5 0.5 -/4 0.5 <0.5 <1 <1 -/4 <1
 黒津川  水門 40 － 7.1 7.2 -/6 6.0 10 -/6 8.1 <0.5 2.4 -/6 1.1 1.3 3 14 -/6 7
 朝六川  大島新橋 41 － 7.3 7.7 -/6 7.6 13 -/6 9.9 0.5 1.0 -/6 0.7 0.8 2 21 -/6 8
 七瀬川  御鷹橋 42 － 7.4 7.7 -/6 8.3 14 -/6 10 <0.5 1.2 -/6 0.7 0.6 1 10 -/6 5
 未更毛川  やすだ橋 43 － 7.3 7.5 -/6 6.8 13 -/6 9.3 <0.5 0.6 -/6 0.5 0.6 <1 7 -/6 2
 芳野川  古市ふれあい橋 44 － 7.5 9.3 -/6 7.6 14 -/6 10 <0.5 0.7 -/6 0.6 0.7 1 8 -/6 4
 志津川  水門 45 － 7.4 7.8 -/5 9.2 14 -/5 11 <0.5 1.5 -/5 0.8 0.9 1 24 -/5 8

　 （備考）　ｍ ：環境基準値を超える検体数　　ｎ：総検体数 （資料：環境政策課）

ＢＯＤ ＳＳ

河川名 測定地点名

地
点
番
号

類
型

ｐＨ ＤＯ

1155

1166
1177

1188

1199

2200
2211

2222

2233

2244

225522662277

2288

2299
3300

3311

3322

3333

3344
33553366

3377

3388

3399

4400

4411

4422

4433

4444

4455

◎：環境基準点

◎：環境基準点
●：類型未指定点

表 ３-１１ 九頭竜川水域（支派川）の水質測定地点と測定結果（令和６年度）

 
　

最小 最大 m/n 最小 最大 m/n 平均 最小 最大 m/n 平均 75%値 最小 最大 m/n 平均

 笙の川  三島橋 46 Ａ 7.3 7.7 0/6 8.9 13 0/6 10 <0.5 0.5 0/6 0.5 <0.5 <1 1 0/6 1

 木の芽川  木の芽橋 47 Ａ 7.6 8.6 1/6 9.5 13 0/6 11 <0.5 0.5 0/6 0.5 0.5 <1 15 0/6 3

 深川  木の芽橋 48 Ｂ 7.3 7.5 0/6 8.3 12 0/6 9.7 <0.5 0.8 0/6 0.6 0.7 2 5 0/6 4

 二夜の川  末端 49 Ｃ 6.9 7.2 0/6 5.5 9.1 0/6 7.5 <0.5 1.6 0/6 1.1 1.5 1 4 0/6 2

 上流  豊橋 50 Ａ 7.1 7.7 0/6 8.1 12 0/6 10 <0.5 1.0 0/6 0.7 0.8 1 4 0/6 3

 下流  穴地蔵橋 51 Ｃ 7.2 7.9 0/6 5.8 12 0/6 8.2 <0.5 1.1 0/6 0.9 1.0 4 15 0/6 7

　 （備考）　ｍ ：環境基準値を超える検体数　　ｎ：総検体数 （資料：環境政策課）

ＢＯＤ ＳＳ

笙
の
川

井
の
口
川

河川名 測定地点名

地
点
番
号

類
型

ｐＨ  ＤＯ

4466

44774488

4499

5500
5511

◎：環境基準点
○：補助点

表 ３－１２ 笙の川・井の口川水域の水質測定地点と測定結果（令和６年度）
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最小 最大 m/n 最小 最大 m/n 平均 最小 最大 m/n 平均 75%値 最小 最大 m/n 平均

 和田橋 52 Ａ 7.4 7.6 0/6 8.3 13 0/6 10 <0.5 0.5 0/6 0.5 0.5 <1 2 0/6 1

　 （備考）　ｍ ：環境基準値を超える検体数　　ｎ：総検体数 （資料：環境政策課）

ＢＯＤ ＳＳ

耳川

河川名 測定地点名

地
点
番
号

類
型

ｐＨ ＤＯ

◎：環境基準点

5522

表 ３－１３ 耳川水域の水質測定地点と測定結果（令和６年度）
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最小 最大 m/n 最小 最大 m/n 平均 最小 最大 m/n 平均 75%値 最小 最大 m/n 平均

 和田橋 52 Ａ 7.4 7.6 0/6 8.3 13 0/6 10 <0.5 0.5 0/6 0.5 0.5 <1 2 0/6 1

　 （備考）　ｍ ：環境基準値を超える検体数　　ｎ：総検体数 （資料：環境政策課）

ＢＯＤ ＳＳ

耳川

河川名 測定地点名

地
点
番
号

類
型

ｐＨ ＤＯ

◎：環境基準点

5522

表 ３－１３ 耳川水域の水質測定地点と測定結果（令和６年度）

 

最小 最大 m/n 最小 最大 m/n 平均 最小 最大 m/n 平均 75%値 最小 最大 m/n 平均

上流  新道大橋 53 Ａ 7.4 8.5 0/6 9.2 13 0/6 10 <0.5 1.1 0/6 0.7 0.8 <1 3 0/6 2

 高塚橋 54 Ａ 7.3 7.7 0/12 7.7 12 0/12 9.7 <0.5 0.6 0/12 0.5 <0.5 1 6 0/12 3

 上中橋 55 Ａ 7.6 8.2 0/4 7.7 13 0/4 10 <0.5 0.7 0/4 0.6 0.5 1 13 0/4 5

 西津橋 56 Ａ 7.4 7.6 0/4 8.1 12 0/4 10 <0.5 0.5 0/4 0.5 <0.5 1 2 0/4 2

 鳥羽川末端 57 Ａ 7.1 7.4 0/6 7.5 12 0/6 9.2 <0.5 1.6 0/6 1.0 1.5 3 15 0/6 8

 湯岡橋 58 Ａ 7.3 7.6 0/6 8.3 14 0/6 10 <0.5 0.5 0/6 0.5 <0.5 <1 1 0/6 1

　 （備考）　ｍ ：環境基準値を超える検体数　　ｎ：総検体数 （資料：環境政策課）

ＤＯ ＢＯＤ ＳＳ

北川

下流

南 川

河川名 測定地点名

地
点
番
号

類
型

ｐＨ

5533

5544

5555

5566

5577

5588

若 狭 町

◎：環境基準点
○：補助点

表 ３－１４ 北川・南川水域の水質測定地点と測定結果（令和６年度）
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最小 最大 m/n 最小 最大 m/n 平均 最小 最大 m/n 平均 75%値 最小 最大 m/n 平均

 北潟湖北部 59 Ｂ 7.1 8.8 2/12 7.2 13 0/6 11 2.3 5.0 0/6 4.0 4.9 4 40 3/12 12

 北潟湖末端 60 Ｂ 7.2 8.8 1/6 7.2 12 0/6 10 1.6 6.2 1/6 3.3 4.0 2 11 0/6 6

 北潟湖水路 61 Ｂ 7.3 9.0 4/6 7.9 13 0/6 11 2.5 8.7 4/6 5.8 7.3 2 18 1/6 9

 北潟湖心 62 Ｂ 7.3 9.1 7/12 8.7 13 0/6 11 2.4 8.3 3/6 5.5 7.0 3 16 1/12 9

 北潟湖南部 63 Ｂ 7.3 9.2 6/12 9.8 15 0/6 12 3.6 9.9 5/6 7.7 9.8 5 53 6/12 22

 塩尻橋 64 Ｂ 7.3 9.2 1/6 8.9 13 0/6 11 3.6 11 4/6 6.7 9.2 12 36 4/6 23

 日之出橋 65 Ｂ 7.4 9.0 3/6 6.9 13 0/6 10 3.5 10 4/6 7.1 9.1 7 24 3/6 14

 観音川(崎田橋) 66 － 6.8 7.4 -/6 7.4 12 -/6 9.7 1.8 4.9 -/6 2.7 3.0 1 6 -/6 3

最小 最大 m/n 平均 最小 最大 m/n 平均

 北潟湖北部 59 Ⅳ 0.55 0.78 4/6 0.65 0.033 0.061 4/6 0.048

 北潟湖末端 60 Ⅳ 0.53 0.82 5/6 0.73 0.031 0.060 1/6 0.045

 北潟湖水路 61 Ⅳ 0.52 0.88 5/6 0.73 0.029 0.087 3/6 0.060

 北潟湖心 62 Ⅳ 0.59 0.92 5/6 0.73 0.027 0.074 4/6 0.055

 北潟湖南部 63 Ⅳ 1.1 1.8 6/6 1.4 0.038 0.16 5/6 0.11

 塩尻橋 64 Ⅳ 1.1 1.5 6/6 1.3 0.054 0.15 6/6 0.099

 日之出橋 65 Ⅳ 0.85 1.5 6/6 1.1 0.047 0.11 5/6 0.090

 観音川(崎田橋) 66 － 0.65 1.1 -/6 0.85 0.019 0.060 -/6 0.033

　 （備考）　ｍ ：環境基準値を超える検体数　　ｎ：総検体数 （資料：環境政策課）

ＣＯＤ ＳＳ

湖沼名

類
型

測定地点名

地
点
番
号

ｐＨ ＤＯ

類
型

 
北
　
　
潟
　
　
湖

全窒素 全燐

 
北
　
　
潟
　
　
湖

湖沼名 測定地点名

地
点
番
号

◎：環境基準点
○：補助点
●：類型未指定点

5599
6600

6611

6622

6633

6644

6655 6666

表 ３－１５ 北潟湖水域の水質測定地点と測定結果（令和６年度）
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最小 最大 m/n 最小 最大 m/n 平均 最小 最大 m/n 平均 75%値 最小 最大 m/n 平均

 北潟湖北部 59 Ｂ 7.1 8.8 2/12 7.2 13 0/6 11 2.3 5.0 0/6 4.0 4.9 4 40 3/12 12

 北潟湖末端 60 Ｂ 7.2 8.8 1/6 7.2 12 0/6 10 1.6 6.2 1/6 3.3 4.0 2 11 0/6 6

 北潟湖水路 61 Ｂ 7.3 9.0 4/6 7.9 13 0/6 11 2.5 8.7 4/6 5.8 7.3 2 18 1/6 9

 北潟湖心 62 Ｂ 7.3 9.1 7/12 8.7 13 0/6 11 2.4 8.3 3/6 5.5 7.0 3 16 1/12 9

 北潟湖南部 63 Ｂ 7.3 9.2 6/12 9.8 15 0/6 12 3.6 9.9 5/6 7.7 9.8 5 53 6/12 22

 塩尻橋 64 Ｂ 7.3 9.2 1/6 8.9 13 0/6 11 3.6 11 4/6 6.7 9.2 12 36 4/6 23

 日之出橋 65 Ｂ 7.4 9.0 3/6 6.9 13 0/6 10 3.5 10 4/6 7.1 9.1 7 24 3/6 14

 観音川(崎田橋) 66 － 6.8 7.4 -/6 7.4 12 -/6 9.7 1.8 4.9 -/6 2.7 3.0 1 6 -/6 3

最小 最大 m/n 平均 最小 最大 m/n 平均

 北潟湖北部 59 Ⅳ 0.55 0.78 4/6 0.65 0.033 0.061 4/6 0.048

 北潟湖末端 60 Ⅳ 0.53 0.82 5/6 0.73 0.031 0.060 1/6 0.045

 北潟湖水路 61 Ⅳ 0.52 0.88 5/6 0.73 0.029 0.087 3/6 0.060

 北潟湖心 62 Ⅳ 0.59 0.92 5/6 0.73 0.027 0.074 4/6 0.055

 北潟湖南部 63 Ⅳ 1.1 1.8 6/6 1.4 0.038 0.16 5/6 0.11

 塩尻橋 64 Ⅳ 1.1 1.5 6/6 1.3 0.054 0.15 6/6 0.099

 日之出橋 65 Ⅳ 0.85 1.5 6/6 1.1 0.047 0.11 5/6 0.090

 観音川(崎田橋) 66 － 0.65 1.1 -/6 0.85 0.019 0.060 -/6 0.033

　 （備考）　ｍ ：環境基準値を超える検体数　　ｎ：総検体数 （資料：環境政策課）
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表 ３－１５ 北潟湖水域の水質測定地点と測定結果（令和６年度）

最小 最大 m/n 最小 最大 m/n 平均 最小 最大 m/n 平均 75%値最小 最大 m/n 平均

 日向湖北部 67 Ａ 8.0 8.2 0/6 7.5 8.9 0/6 8.0 1.3 3.0 0/6 1.8 1.9 <1 <1 0/6 <1

 日向湖南部 68 Ａ 8.0 8.3 0/6 7.3 8.8 1/6 7.9 1.3 3.3 1/6 1.9 2.0 <1 1 0/6 1

 久々子湖北部 69 Ｂ 7.8 9.2 4/6 8.0 15 0/6 11 3.0 5.8 4/6 4.9 5.7 2 8 0/6 5

 久々子湖南部 70 Ｂ 7.8 9.2 6/12 8.1 14 0/6 11 3.8 6.3 2/6 4.9 5.2 2 10 0/12 5

 水月湖北部 71 Ｂ 7.7 9.5 4/6 8.5 16 0/6 11 4.1 7.7 5/6 6.1 7.2 2 9 0/6 6

 水月湖南部 72 Ｂ 7.3 9.4 2/12 <0.5 17 6/12 6.3 4.0 7.0 3/6 5.5 6.5 <1 9 0/12 5

 菅湖 73 Ｂ 8.1 9.2 3/6 9.4 17 0/6 12 4.7 7.1 4/6 5.9 6.5 3 8 0/6 5

 三方湖西部 74 Ｂ 8.5 9.4 4/6 9.5 17 0/6 12 5.4 9.8 6/6 7.9 9.5 10 26 3/6 17

 三方湖東部 75 Ｂ 7.8 9.1 7/12 8.4 16 0/6 12 3.8 10 4/6 7.1 8.8 5 27 6/12 17

 はす川(上口橋) 76 － 6.9 7.2 -/6 8.9 11 -/6 9.7 1.2 3.8 -/6 2.3 2.9 <1 3 -/6 2

最小 最大 m/n 平均 最小 最大 m/n 平均

 日向湖北部 67 － 0.14 0.29 -/6 0.20 0.009 0.048 -/6 0.020

 日向湖南部 68 － 0.15 0.35 -/6 0.21 0.008 0.049 -/6 0.021

 久々子湖北部 69 Ⅳ 0.45 0.92 4/6 0.68 0.041 0.13 2/6 0.063

 久々子湖南部 70 Ⅳ 0.53 0.97 4/6 0.73 0.043 0.13 5/6 0.072

 水月湖北部 71 Ⅳ 0.49 1.2 4/6 0.79 0.045 0.16 4/6 0.079

 水月湖南部 72 Ⅳ 0.50 1.1 5/6 0.75 0.049 0.11 5/6 0.077

 菅湖 73 Ⅳ 0.45 0.97 3/6 0.70 0.031 0.14 5/6 0.072

 三方湖西部 74 Ⅳ 0.63 1.2 6/6 0.79 0.069 0.21 6/6 0.12

 三方湖東部 75 Ⅳ 0.57 1.3 5/6 0.81 0.035 0.18 5/6 0.10

 はす川(上口橋) 76 － 0.55 0.93 -/6 0.76 0.023 0.064 -/6 0.041

　 （備考）　ｍ ：環境基準値を超える検体数　　ｎ：総検体数 （資料：環境政策課）
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表 ３－１６ 三方五湖水域の水質測定地点と測定結果（令和６年度）
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最小 最大 m/n 最小 最大 m/n 平均 最小 最大 m/n 平均 75%値 最小 最大 m/n

 三国地先 77 Ａ 8.0 8.2 0/4 6.7 9.4 1/4 8.1 0.7 1.9 0/4 1.4 1.7 ND ND 0/4

 黒目地先 78 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.6 9.5 2/4 7.9 0.5 1.5 0/4 1.0 1.1 ND ND 0/4

 石橋地先 79 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.6 8.7 2/4 7.5 0.8 1.6 0/4 1.3 1.5 ND ND 0/4

 福井火力地先 80 Ｂ 7.9 8.2 0/4 7.3 10 0/4 8.3 1.1 2.4 0/4 1.6 1.7 ND ND 0/4

 米納津地先 81 Ｂ 8.1 8.2 0/4 6.7 9.5 0/4 7.9 0.7 1.6 0/4 1.1 1.1 ND ND 0/4

 福井港内 82 Ｂ 8.0 8.6 1/4 7.3 10 0/4 8.4 1.2 4.3 1/4 2.1 1.6 ND ND 0/4

　 （備考）　ｍ ：環境基準値を超える検体数　　ｎ：総検体数 （資料：環境政策課）
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表 ３－１７ 九頭竜川地先海域の水質測定地点と測定結果（令和６年度）
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最小 最大 m/n 最小 最大 m/n 平均 最小 最大 m/n 平均 75%値 最小 最大 m/n

 三国地先 77 Ａ 8.0 8.2 0/4 6.7 9.4 1/4 8.1 0.7 1.9 0/4 1.4 1.7 ND ND 0/4

 黒目地先 78 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.6 9.5 2/4 7.9 0.5 1.5 0/4 1.0 1.1 ND ND 0/4

 石橋地先 79 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.6 8.7 2/4 7.5 0.8 1.6 0/4 1.3 1.5 ND ND 0/4

 福井火力地先 80 Ｂ 7.9 8.2 0/4 7.3 10 0/4 8.3 1.1 2.4 0/4 1.6 1.7 ND ND 0/4

 米納津地先 81 Ｂ 8.1 8.2 0/4 6.7 9.5 0/4 7.9 0.7 1.6 0/4 1.1 1.1 ND ND 0/4

 福井港内 82 Ｂ 8.0 8.6 1/4 7.3 10 0/4 8.4 1.2 4.3 1/4 2.1 1.6 ND ND 0/4

　 （備考）　ｍ ：環境基準値を超える検体数　　ｎ：総検体数 （資料：環境政策課）
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◎：環境基準点

表 ３－１７ 九頭竜川地先海域の水質測定地点と測定結果（令和６年度）

 

最小 最大 m/n 最小 最大 m/n 平均 最小 最大 m/n 平均 75%値 最小 最大 m/n

 大聖寺川地先 83 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.8 9.6 1/4 8.2 1.1 1.7 0/4 1.3 1.3 ND ND 0/4

 浜地地先 84 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.9 9.4 1/4 8.1 0.7 1.5 0/4 1.2 1.3 ND ND 0/4

 東尋坊地先 85 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.7 9.2 1/4 7.9 0.6 1.5 0/4 1.2 1.3 ND ND 0/4

 浜住地先 86 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.5 8.8 2/4 7.6 1.2 1.5 0/4 1.3 1.2 ND ND 0/4

 一光川地先 87 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.7 9.3 2/4 7.7 1.1 1.5 0/4 1.3 1.3 ND ND 0/4

 大味川地先 88 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.7 9.4 2/4 7.8 1.1 1.6 0/4 1.4 1.5 ND ND 0/4

 玉川川地先 89 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.5 9.9 2/4 8.0 0.8 1.8 0/4 1.2 1.4 ND ND 0/4

 河野川地先 90 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.6 9.2 1/4 7.9 0.9 1.8 0/4 1.5 1.8 ND ND 0/4

 大谷地先 91 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.7 9.3 1/4 8.0 1.0 1.7 0/4 1.4 1.6 ND ND 0/4

亀島地先 92 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.6 9.2 2/4 7.7 1.1 1.6 0/4 1.3 1.3 ND ND 0/4

菅生地先 93 Ａ 8.0 8.2 0/4 6.7 9.0 2/4 7.6 1.0 1.4 0/4 1.2 1.3 ND ND 0/4

三本木川地先 94 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.6 9.3 2/4 7.7 1.1 1.4 0/4 1.2 1.2 ND ND 0/4

　 （備考）　ｍ ：環境基準値を超える検体数　　ｎ：総検体数 （資料：環境政策課）
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表 ３－１８ 越前加賀海岸地先海域の水質測定地点と測定結果（令和６年度）
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最小 最大 m/n 最小 最大 m/n 平均 最小 最大 m/n 平均 75%値 最小 最大 m/n

 手の浦地先 95 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.5 8.8 2/4 7.6 0.9 1.9 0/4 1.4 1.3 ND ND 0/4

 松ケ崎地先 96 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.8 9.1 1/4 7.9 0.9 1.7 0/4 1.4 1.5 ND ND 0/4

 ナスビ鼻地先 97 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.8 9.2 1/4 7.9 1.0 1.8 0/4 1.5 1.7 ND ND 0/4

 白灯台地先 98 Ａ 8.1 8.3 0/4 7.3 8.9 1/4 8.0 1.0 2.4 1/4 1.6 1.9 ND ND 0/4

 井の口川地先 99 Ａ 8.1 8.2 0/4 7.1 9.2 1/4 8.0 1.1 2.0 0/4 1.6 1.7 ND ND 0/4

 敦賀湾中央 100 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.6 9.0 2/4 7.7 0.9 1.8 0/4 1.4 1.6 ND ND 0/4

 笙の川地先 101 Ｂ 8.1 8.3 0/4 7.0 9.2 0/4 7.9 1.4 2.4 0/4 1.7 1.6 ND ND 0/4

最小 最大 m/n 平均 最小 最大 m/n 平均

 手の浦地先 95 Ⅱ 0.12 0.15 0/4 0.13 0.011 0.016 0/4 0.014

 松ケ崎地先 96 Ⅱ 0.17 0.23 0/4 0.19 0.016 0.025 0/4 0.020

 ナスビ鼻地先 97 Ⅱ 0.13 0.19 0/4 0.16 0.013 0.016 0/4 0.014

 白灯台地先 98 Ⅱ 0.12 0.24 0/4 0.20 0.018 0.030 0/4 0.023

 井の口川地先 99 Ⅱ 0.16 0.26 0/4 0.20 0.016 0.024 0/4 0.019

 敦賀湾中央 100 Ⅱ 0.14 0.18 0/4 0.15 0.011 0.020 0/4 0.016

 笙の川地先 101 Ⅲ 0.17 0.44 0/4 0.26 0.020 0.14 1/4 0.053

　 （備考）　ｍ ：環境基準値を超える検体数　　ｎ：総検体数 （資料：環境政策課）
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表 ３－１９ 敦賀湾海域の水質測定地点と測定結果（令和６年度）
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最小 最大 m/n 最小 最大 m/n 平均 最小 最大 m/n 平均 75%値 最小 最大 m/n

 手の浦地先 95 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.5 8.8 2/4 7.6 0.9 1.9 0/4 1.4 1.3 ND ND 0/4

 松ケ崎地先 96 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.8 9.1 1/4 7.9 0.9 1.7 0/4 1.4 1.5 ND ND 0/4

 ナスビ鼻地先 97 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.8 9.2 1/4 7.9 1.0 1.8 0/4 1.5 1.7 ND ND 0/4

 白灯台地先 98 Ａ 8.1 8.3 0/4 7.3 8.9 1/4 8.0 1.0 2.4 1/4 1.6 1.9 ND ND 0/4

 井の口川地先 99 Ａ 8.1 8.2 0/4 7.1 9.2 1/4 8.0 1.1 2.0 0/4 1.6 1.7 ND ND 0/4

 敦賀湾中央 100 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.6 9.0 2/4 7.7 0.9 1.8 0/4 1.4 1.6 ND ND 0/4

 笙の川地先 101 Ｂ 8.1 8.3 0/4 7.0 9.2 0/4 7.9 1.4 2.4 0/4 1.7 1.6 ND ND 0/4

最小 最大 m/n 平均 最小 最大 m/n 平均

 手の浦地先 95 Ⅱ 0.12 0.15 0/4 0.13 0.011 0.016 0/4 0.014

 松ケ崎地先 96 Ⅱ 0.17 0.23 0/4 0.19 0.016 0.025 0/4 0.020

 ナスビ鼻地先 97 Ⅱ 0.13 0.19 0/4 0.16 0.013 0.016 0/4 0.014

 白灯台地先 98 Ⅱ 0.12 0.24 0/4 0.20 0.018 0.030 0/4 0.023

 井の口川地先 99 Ⅱ 0.16 0.26 0/4 0.20 0.016 0.024 0/4 0.019

 敦賀湾中央 100 Ⅱ 0.14 0.18 0/4 0.15 0.011 0.020 0/4 0.016

 笙の川地先 101 Ⅲ 0.17 0.44 0/4 0.26 0.020 0.14 1/4 0.053

　 （備考）　ｍ ：環境基準値を超える検体数　　ｎ：総検体数 （資料：環境政策課）
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表 ３－１９ 敦賀湾海域の水質測定地点と測定結果（令和６年度）

 

最小 最大 m/n 最小 最大 m/n 平均 最小 最大 m/n 平均 75%値 最小 最大 m/n

 立石岬地先 102 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.1 8.8 2/4 7.5 0.9 2.0 0/4 1.4 1.4 ND ND 0/4

 耳川地先 103 Ａ 8.0 8.3 0/4 6.3 9.3 1/4 7.9 1.3 2.5 1/4 1.8 1.8 ND ND 0/4

 日向地先 104 Ａ 8.0 8.2 0/4 6.3 9.4 1/4 7.9 1.2 1.6 0/4 1.3 1.3 ND ND 0/4

 海中公園 105 Ａ 8.0 8.2 0/4 6.3 9.3 1/4 7.9 1.0 1.6 0/4 1.3 1.4 ND ND 0/4

 高浜地先 106 Ａ 8.0 8.2 0/4 6.4 9.7 1/4 8.1 0.9 1.6 0/4 1.3 1.5 ND ND 0/4

　 （備考）　ｍ ：環境基準値を超える検体数　　ｎ：総検体数 （資料：環境政策課）

ＤＯ ＣＯＤ 油分

若
狭
湾
東
部
海
域

海域名

類
型

測定地点名

地
点
番
号

ｐＨ

◎：環境基準点

110022

110033110044

110055

110066

表 ３－２０ 若狭湾東部海域の水質測定地点と測定結果（令和６年度）
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最小 最大 m/n 最小 最大 m/n 平均 最小 最大 m/n 平均 75%値 最小 最大 m/n

 甲ヶ崎地先 107 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.9 10 1/4 8.2 1.3 2.2 2/4 1.8 2.1 ND ND 0/4

 雲浜地先 108 Ａ 8.1 8.3 0/4 6.2 9.8 1/4 7.9 1.4 1.9 0/4 1.7 1.9 ND ND 0/4

 大飯原発地先 109 Ａ 8.1 8.3 0/4 6.3 9.5 1/4 7.9 1.2 1.7 0/4 1.5 1.6 ND ND 0/4

 和田港湾 110 Ａ 8.1 8.3 0/4 6.2 10 1/4 8.0 1.1 1.9 0/4 1.5 1.6 ND ND 0/4

 小浜湾中央 111 Ａ 8.1 8.3 0/4 6.6 9.6 1/4 8.1 1.1 1.9 0/4 1.5 1.6 ND ND 0/4

 青戸入江 112 Ａ 8.1 8.3 0/4 6.6 10 1/4 8.4 1.4 2.4 1/4 1.9 1.9 ND ND 0/4

最小 最大 m/n 平均 最小 最大 m/n 平均

 甲ヶ崎地先 107 Ⅱ 0.13 0.22 0/4 0.19 0.013 0.018 0/4 0.016

 雲浜地先 108 Ⅱ 0.16 0.29 0/4 0.22 0.014 0.018 0/4 0.016

 大飯原発地先 109 Ⅱ 0.11 0.18 0/4 0.16 0.009 0.016 0/4 0.012

 和田港湾 110 Ⅱ 0.09 0.17 0/4 0.13 0.010 0.013 0/4 0.012

 小浜湾中央 111 Ⅱ 0.09 0.17 0/4 0.15 0.011 0.015 0/4 0.013

 青戸入江 112 Ⅱ 0.12 0.21 0/4 0.17 0.017 0.028 0/4 0.021

　 （備考）　ｍ ：環境基準値を超える検体数　　ｎ：総検体数 （資料：環境政策課）
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小
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域

110077

110088

110099

111100

111111

111122

◎：環境基準点
○：補助点

表 ３－２１ 小浜湾海域の水質測定地点と測定結果（令和６年度）
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最小 最大 m/n 最小 最大 m/n 平均 最小 最大 m/n 平均 75%値 最小 最大 m/n

 甲ヶ崎地先 107 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.9 10 1/4 8.2 1.3 2.2 2/4 1.8 2.1 ND ND 0/4

 雲浜地先 108 Ａ 8.1 8.3 0/4 6.2 9.8 1/4 7.9 1.4 1.9 0/4 1.7 1.9 ND ND 0/4

 大飯原発地先 109 Ａ 8.1 8.3 0/4 6.3 9.5 1/4 7.9 1.2 1.7 0/4 1.5 1.6 ND ND 0/4

 和田港湾 110 Ａ 8.1 8.3 0/4 6.2 10 1/4 8.0 1.1 1.9 0/4 1.5 1.6 ND ND 0/4

 小浜湾中央 111 Ａ 8.1 8.3 0/4 6.6 9.6 1/4 8.1 1.1 1.9 0/4 1.5 1.6 ND ND 0/4

 青戸入江 112 Ａ 8.1 8.3 0/4 6.6 10 1/4 8.4 1.4 2.4 1/4 1.9 1.9 ND ND 0/4

最小 最大 m/n 平均 最小 最大 m/n 平均

 甲ヶ崎地先 107 Ⅱ 0.13 0.22 0/4 0.19 0.013 0.018 0/4 0.016

 雲浜地先 108 Ⅱ 0.16 0.29 0/4 0.22 0.014 0.018 0/4 0.016

 大飯原発地先 109 Ⅱ 0.11 0.18 0/4 0.16 0.009 0.016 0/4 0.012

 和田港湾 110 Ⅱ 0.09 0.17 0/4 0.13 0.010 0.013 0/4 0.012

 小浜湾中央 111 Ⅱ 0.09 0.17 0/4 0.15 0.011 0.015 0/4 0.013

 青戸入江 112 Ⅱ 0.12 0.21 0/4 0.17 0.017 0.028 0/4 0.021

　 （備考）　ｍ ：環境基準値を超える検体数　　ｎ：総検体数 （資料：環境政策課）
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小
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湾
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110077

110088

110099

111100

111111

111122

◎：環境基準点
○：補助点

表 ３－２１ 小浜湾海域の水質測定地点と測定結果（令和６年度）

 

最小 最大 m/n 最小 最大 m/n 平均 最小 最大 m/n 平均 75%値 最小 最大 m/n

 世久見湾海域  世久見湾 113 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.3 9.5 1/4 7.9 1.1 1.6 0/4 1.4 1.5 ND ND 0/4

 矢代湾海域  矢代湾 114 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.3 9.3 1/4 7.9 1.1 1.6 0/4 1.4 1.5 ND ND 0/4

 内浦湾海域  内浦湾 115 Ａ 8.1 8.2 0/4 6.3 9.7 2/4 7.9 1.3 1.8 0/4 1.5 1.4 ND ND 0/4

最小 最大 m/n 平均 最小 最大 m/n 平均

 世久見湾海域  世久見湾 113 Ⅱ 0.09 0.16 0/4 0.13 0.011 0.023 0/4 0.015

 矢代湾海域  矢代湾 114 Ⅱ 0.07 0.17 0/4 0.12 0.011 0.019 0/4 0.014

 内浦湾海域  内浦湾 115 Ⅱ 0.08 0.17 0/4 0.13 0.011 0.015 0/4 0.014

　 （備考）　ｍ ：環境基準値を超える検体数　　ｎ：総検体数 （資料：環境政策課）

油分ｐＨ ＤＯ ＣＯＤ

全窒素 全燐

海域名

類
型

類
型

測定地点名

地
点
番
号

海域名 測定地点名

地
点
番
号

111133

111144
111155

◎：環境基準点

表 ３－２２ 世久見湾・矢代湾・内浦湾海域の水質測定地点と測定結果（令和６年度）
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表３－２４　特定事業場届出状況（水質汚濁防止法）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（令和7年3月31日現在）

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 4 2 3 5 2 1 17 1 3 38
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 2 1 2 5
うち有害物質使用 1 1
 50㎥/日未満 4 1 1 1 2 1 10
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 1 1 2
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 1 2 1 1 3 1 6 3 18
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 1 1 2
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 1 1 3 1 2 1 2 11
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 7 1 6 4 3 1 3 3 1 1 1 31
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 3 1 3 1 8
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 1 2 2 2 7
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 14 1 5 3 4 1 4 5 6 4 3 1 2 53
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 1 1 1 3
うち有害物質使用 1 1
 50㎥/日以上 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 1 1 1 3 1 2 9
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 1 1 2
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 6 8 1 8 3 5 4 5 7 14 2 63
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 16 4 5 2 12 39
うち有害物質使用 1 2 3
 50㎥/日未満 9 7 6 11 9 42
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 1 1
うち有害物質使用 1 1
 50㎥/日未満 2 2 1 5
うち有害物質使用 1 1
 50㎥/日以上 2 17 19
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 47 47
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 8 1 1 2 1 2 1 16
うち有害物質使用 2 2
 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用
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あ
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越
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市

坂

井

市

永
平
寺
町

池

田

町

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 2 1 3
うち有害物質使用 2 1 3
 50㎥/日未満 1 3 4
うち有害物質使用 1 3 4
 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 1 2 3
うち有害物質使用 1 1
 50㎥/日以上 1 1 1 1 4
うち有害物質使用 1 1
 50㎥/日未満 1 5 6
うち有害物質使用 1 1
 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 7 1 2 2 1 13
うち有害物質使用 7 1 1 1 10
 50㎥/日未満 3 1 7 1 12
うち有害物質使用 1 1 4 1 7
 50㎥/日以上 1 1 2
うち有害物質使用 1 1
 50㎥/日未満 2 1 2 5
うち有害物質使用 2 2 4
 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用
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池

田

町

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 2 2 2 4 7 2 19
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 1 2 1 3 1 1 9
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 8 6 2 4 1 4 3 3 4 1 4 2 3 1 2 1 49
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 4 4 1 2 3 2 1 2 1 1 1 22
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 1 1 7 1 1 11
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 1 2 2 5
うち有害物質使用 1 2 3
 50㎥/日未満 1 1 1 1 4
うち有害物質使用 1 1 2
 50㎥/日以上 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 1 1 1 1 1 1 6
うち有害物質使用 1 1
 50㎥/日以上 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 1 1 1 3
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 2 2
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 1 1 1 1 4 2 1 11
うち有害物質使用 1 1 1 4 1 1 9
 50㎥/日未満 4 1 1 4 12 3 5 4 2 2 2 1 41
うち有害物質使用 1 1 4 1 2 1 1 1 12
 50㎥/日以上 3 1 1 3 1 2 11
うち有害物質使用 3 1 1 3 1 2 11
 50㎥/日未満 7 1 11 1 2 22
うち有害物質使用 7 1 8 1 2 19
 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 6 2 1 9 1 1 1 1 22
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 39 88 64 26 20 15 74 48 114 7 6 43 62 82 17 22 116 843
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 2 1 3
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 1 1 2 2 1 1 8
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 4 1 5
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 2 1 1 4
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 3 1 1 1 6
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 19 12 3 14 6 5 7 6 17 3 1 2 1 2 3 101
うち有害物質使用 3 2 5
 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 9 4 2 2 2 1 1 21
うち有害物質使用 3 3
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池

田

町

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 2 1 3
うち有害物質使用 2 1 3
 50㎥/日未満 1 3 4
うち有害物質使用 1 3 4
 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 1 2 3
うち有害物質使用 1 1
 50㎥/日以上 1 1 1 1 4
うち有害物質使用 1 1
 50㎥/日未満 1 5 6
うち有害物質使用 1 1
 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 7 1 2 2 1 13
うち有害物質使用 7 1 1 1 10
 50㎥/日未満 3 1 7 1 12
うち有害物質使用 1 1 4 1 7
 50㎥/日以上 1 1 2
うち有害物質使用 1 1
 50㎥/日未満 2 1 2 5
うち有害物質使用 2 2 4
 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

48
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町

 50㎥/日以上 3 3
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 1 1 2
うち有害物質使用 1 1
 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 5 1 6
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 97 25 14 23 5 20 8 36 38 5 1 2 3 3 4 4 8 296
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 2 1 4 7
うち有害物質使用 1 2 3
 50㎥/日未満 15 6 4 2 1 3 2 2 5 2 1 1 44
うち有害物質使用 9 4 3 1 1 1 3 2 1 1 26
 50㎥/日以上 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 1 2 1 2 1 1 8
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 2 2 4
うち有害物質使用 2 2 4
 50㎥/日以上 1 1
うち有害物質使用 1 1
 50㎥/日未満 1 1 2
うち有害物質使用 1 1 2
 50㎥/日以上 31 14 13 13 3 7 3 9 2 4 5 6 8 12 2 12 144
うち有害物質使用 1 1
 50㎥/日未満 2 1 1 1 1 1 1 8
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 6 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 1 4 31
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 3 1 3 1 1 1 1 11
うち有害物質使用 1 1
 50㎥/日未満 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 99 31 22 20 10 21 16 45 30 8 4 10 13 9 15 4 20 377
うち有害物質使用 17 3 3 2 1 5 1 8 4 2 1 2 49
 50㎥/日未満 283 170 98 103 60 102 131 196 271 28 16 55 104 102 27 34 144 1924
うち有害物質使用 29 5 5 1 3 16 4 4 20 2 1 3 1 1 1 96

382 201 120 123 70 123 147 241 301 36 20 65 117 111 42 38 164 2,301

（資料：環境政策課）

73

74

計

合　　　計

71の2

71の3

71の4

71の5

71の6

72

68の2

70

70の2

71
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福

井

市

施設の

種　類
排 水 量 区 分

敦

賀

市

小

浜

市

大

野

市

勝

山

市

合

計

南
越
前
町

越

前

町

美

浜

町

お
お
い
町

高

浜

町

若

狭

町

鯖

江

市

あ
わ
ら
市

越

前

市

坂

井

市

永
平
寺
町

池

田

町

 50㎥/日以上 3 3
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 1 1 2
うち有害物質使用 1 1
 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 5 1 6
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 97 25 14 23 5 20 8 36 38 5 1 2 3 3 4 4 8 296
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 2 1 4 7
うち有害物質使用 1 2 3
 50㎥/日未満 15 6 4 2 1 3 2 2 5 2 1 1 44
うち有害物質使用 9 4 3 1 1 1 3 2 1 1 26
 50㎥/日以上 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 1 2 1 2 1 1 8
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日以上
うち有害物質使用

 50㎥/日未満 2 2 4
うち有害物質使用 2 2 4
 50㎥/日以上 1 1
うち有害物質使用 1 1
 50㎥/日未満 1 1 2
うち有害物質使用 1 1 2
 50㎥/日以上 31 14 13 13 3 7 3 9 2 4 5 6 8 12 2 12 144
うち有害物質使用 1 1
 50㎥/日未満 2 1 1 1 1 1 1 8
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 6 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 1 4 31
うち有害物質使用

 50㎥/日未満
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 3 1 3 1 1 1 1 11
うち有害物質使用 1 1
 50㎥/日未満 1 1
うち有害物質使用

 50㎥/日以上 99 31 22 20 10 21 16 45 30 8 4 10 13 9 15 4 20 377
うち有害物質使用 17 3 3 2 1 5 1 8 4 2 1 2 49
 50㎥/日未満 283 170 98 103 60 102 131 196 271 28 16 55 104 102 27 34 144 1924
うち有害物質使用 29 5 5 1 3 16 4 4 20 2 1 3 1 1 1 96

382 201 120 123 70 123 147 241 301 36 20 65 117 111 42 38 164 2,301

（資料：環境政策課）

73

74

計

合　　　計

71の2

71の3

71の4

71の5

71の6

72

68の2

70

70の2

71

表３-２５　特定工場届出状況（排水量関係）（県公害防止条例）

（令和7年3月31日現在）

市町名 工場数

福井市 11

敦賀市 8

小浜市 2

大野市 1

勝山市 2

鯖江市 4

あわら市 1

越前市 4

坂井市 4

越前町 1

美浜町 1

高浜町 2

おおい町 1

合計 42

（資料：環境政策課）

表３-２６　汚水および廃液に係る特定施設届出状況（県公害防止条例）

1 3 5 12 13

市町名

福井市 3 3

敦賀市 1 1

鯖江市 1 1

あわら市 1 1

越前市 1 1

坂井市 1 1 2

若狭町 1 1

合計 2 1 1 1 5 10

（資料：環境政策課）

合計
混合施設 蒸留施設

（令和7年3月31日現在）

施設種類

反応施設 廃ガス洗浄施設 洗浄施設

(58)
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表３－３１　農業集落排水事業整備状況

住民基本

台帳人口 整備計画 対市町村

（Ｒ6年度末） 処理区数 対集排
4.4%

100.0%
2.7%

100.0%
24.7%
100.0%
18.8%
100.0%
11.6%
100.0%
17.7%
100.0%
―　
―　
4.0%

100.0%
0.2%

100.0%
15.2%
100.0%
10.3%
100.0%
54.7%
100.0%
12.7%
100.0%
23.2%
100.0%
17.0%
100.0%
79.1%
100.0%
51.3%
100.0%
9.4%

100.0%
※あわら市は、農業集落排水区域なし

（令和6年3月31日現在）

市町村名

全体計画 令和6年度までに完了

整備対象人口 整備人口 処理区数

敦賀市 61,911 1,714 5 1,714 5

福井市 252,666 11,119 24 11,119 24

大野市 29,568 5,570 15 5,570 15

小浜市 27,446 6,787 11 6,787 11

鯖江市 68,179 12,093 6 12,093 6

勝山市 20,875 2,425 5 2,425 5

越前市 80,264 3,247 6 3,247 6

あわら市 26,148 ― ― ― ―

2,500

永平寺町 17,543 2,680 3 2,680 3

坂井市 88,179 259 1 259 1

8 8

南越前町 9,379 5,135 13 5,135 13

池田町 2,174 226 1 226 1

美浜町 8,627 2,007 6 2,007 6

越前町 19,633 2,500 7

6,802

7

(資料：農地保全整備課)

おおい町 7,635 6,043 27 6,043 27

高浜町 9,464 1,614 6 1,614 6

県 合計 742,933 70,221 144 70,221 144

若狭町 13,242 6,802
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